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令和４年湧別町教育委員会第３回定例会会議録 

 

《出席者》  阿部 勉教育長、岩佐雅弘委員、井上久恵委員、喜多友美委員 

《欠席者》  森谷和洋委員 

《出席職員》 教育総務課長 尾山 弘、社会教育課長、坂本雄仁、教育総務課参

事 佐藤 大、社会教育課参事 中島一之、教育総務課主幹 佐藤

美貴、教育総務課主幹 大西久践、社会教育課主幹 藤本祐司、教

育総務課主査 廣井隆志、教育総務課主査 宍戸和幸 

《傍聴人》  無し 

《付議案件》  承認第１号 令和４年教育委員会第２回定例会会議録の承認に 

ついて 

       議案第１号 湧別町特別支援教育支援員配置事業実施要綱の一部を

改正する要綱の制定について 

議案第２号 修学旅行の引率業務等に従事する湧別町立学校職員

の勤務時間の割り振り等に関する要領の一部を改正 

する要領の制定について 

議案第３号 学校における働き方改革「湧別町アクション・プラン 

（第２期）」（案）について 

議案第４号 学校運営協議会委員の任命について 

議案第５号 湧別町学校医等の任命について 

議案第６号 湧別町教育アドバイザーの任命について 

議案第７号 令和４年度準要保護児童生徒の認定について 

（非公開） 

議案第８号 校長・教頭の任免の内申について（非公開） 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これより、令和４年第３回湧別町教育委員会定例会を開催いたしま

す。 

ただいまの出席委員は、３名です。 

森谷委員が欠席されていますが、出席者数が過半数を超えておりま

すので、本会議は成立といたします。ただちに本日の会議を開催いた

します。 

 議事日程ですが、皆様のお手元に配布してあります日程により、会

議を進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 日程第１ 会議録署名委員の指名について 本日の会議録署名委

員は、会則第１８条の規定によりまして井上委員と岩佐委員を指名い

たします。なお、会議録書記には佐藤主幹を指名いたします。 
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阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程第２ 会期の決定についてお諮りいたします。本会議の会期に

つきましては、本日１日間といたしたいと存じますが、これにご異議

ございませんか。 

 

 （「ありません」の声あり） 

 

 ご異議ございませんので、本会議の会期は、本日１日間といたしま

す。 

 

日程第３ 教育行政報告について、前回の教育委員会以降における

報告内容について、お手元の報告書の中から主だったものについてご

報告させていただきます。 

 

３月 1日であります。北海道湧別高等学校卒業式が挙行されました。

本年度についても新型コロナウイルス感染症の収束も見えない状況

下でありましたが、保護者並びに来賓として町長・ＰＴＡ会長と私の

３人が出席をし、換気を行いながらの挙行であり、若干縮小された式

典ではありましたが、３８名の生徒たちが元気に学び舎を巣立ってい

きました。 

 

３月４日であります。５の３睦会老人クラブからの雑巾の寄贈であ

ります。学校での清掃を通じて教育活動に役立ててほしいと老人クラ

ブの皆さんが縫ったものを毎年中湧別小学校に寄贈していただいて

いるものであります。５の３睦会老人クラブ皆さんに心から感謝申し

上げます。 

 

３月６日から７日であります。文部科学省に対する懸案事項の要請

であります。令和３年度から２か年事業で実施しております、湧別地

区義務教育学校の建設事業の増築分及び大規模改修分に係る交付金

などの御礼と要請活動を刈田町長と行ってきました。また、併せて、

本町の教育方針やこれに基づく上湧別地区小中一貫教育いわゆる上

湧別地区義務教育学校化などの取り組みや、さらに本町が抱える課題

等についても説明し一定のご理解をいただいたところであります。 

 

３月４日、令和４年度当初人事異動内示でありますが、３月４日に

各校長より異動者に内示が伝達されております。内容につきまして

は、管理職についてはこの後の議案でご説明をさせて頂き、一般教職

員につきましては、後日開催の臨時会議でご報告をさせて頂きたいと

考えております。 
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阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

 

３月９日から１８日となっておりますが、１６日に閉会しておりま

す。令和４年第１回湧別町議会定例会が開催されました。提案された

議案及び新年度予算関係についてはすべて原案とおり可決されまし

た。なお。一般質問については今回６名の議員から質問があり、教育

関係については高田議員から町長に対し１件ご質問があり、その質問

の内容は「上湧別地区における施設一体型の義務教育学校の建設に向

けての基本的な考え方とスケジュールについて」の質問であり、その

回答についてはお手元に配布いたしておりますが、町長からはこれま

で地域からいただいた意見を総合的に判断し、現在の上湧別中学校を

拠点とした施設一体型の「上湧別地区義務教育学校」を整備すること

を基本方針として４月に地域に出向き、その方針についての説明会を

開催し理解を求めたい旨の回答し、したがってその結果を踏また中で

具体的なスケジュールを示したい旨の答弁でありました。 

この答弁の趣旨については、先般の総合教育会議において私共も確

認し共通の認識をした内容と何ら変わるものではないと改めて認識

したところであります。 

 

３月１６日であります、サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン副市

町長会議がＺＯＯＭで開催されました。その内容は第３７回サロマ湖

１００ｋｍウルトラマラソン大会の開催の可否についてでありまし

て、これまで開催に向け準備を進めて参りましたが、現在もなお新型

コロナウイルス感染症の影響を受け収束の見通しが立たないこと、さ

らには大会に必要不可欠なボランティアの確保が極めて困難な状況

などの理由から開催は中止する方向で協議をいたしております。最終

的にはサロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン実行委員会において決

定することとなります。なお、仮に中止となった場合は、昨年と同様

に代替大会としてオンライン大会を開催したいと考えております。 

 

以上、報告とさせていただきます。 

 

ただいまの報告につきまして、ご質問等ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

ご質問等無ければ、以上で教育行政報告を終わります。 

 

日程第４ 承認第１号 令和４年教育委員会第２回定例会会議録

の承認について、喜多委員より報告をお願いいたします。 
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喜 多 委 員 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

 

 

宍 戸 主 査 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

 

佐 藤 主 幹 

 

 

 

 

承認第１号につきまして、ご報告いたします。 

 令和４年教育委員会第２回定例会会議録につきましては、３月１８

日に内容を審査した結果、書記をして事実により記録されていること

をご報告いたします。 

 

 ただ今の報告につきまして、ご質問等ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

ご質問等ございませんので、報告のとおり会議録は承認されまし

た。 

 

 日程第５ 議案第１号 湧別町特別支援教育支援員配置事業実施

要綱の一部を改正する要綱の制定について、事務局より説明をお願い

いたします。 

 

議案第１号。湧別町特別支援教育支援員配置事業実施要綱の一部を

改正する要綱の制定について提案理由をご説明申し上げます。 

提案理由といたしましては、特別支援教育支援員の配置申請を行う

際に必要とする添付書類の取り扱いの変更、及び特別支援教育支援員

の配置対象とする学級の名称及び特別支援教育コーディネーターの

名称に係る文言の整理を行うため、本要綱を改正するものでございま

す。。 

（以下、資料により説明を行った。） 

 

ただいまの説明に対しまして、ご質問等ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

ご質問等ございませんので、議案第１号を原案どおり決定します。 

 

日程第６ 議案第２号 修学旅行の引率業務等に従事する湧別町

立学校職員の勤務時間の割り振り等に関する要領の一部を改正する

要領の制定について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

議案第２号 修学旅行の引率業務等に従事する湧別町立学校職員

の勤務時間の割り振り等に関する要領の一部を改正する要領の制定

について別紙のように制定するものでございます。 

提案理由でございますが、修学旅行の引率業務等に従事する道立学

校職員の勤務時間の割り振り等に関する要領の一部改正が行われま
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佐 藤 主 幹 

 

 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

 

佐 藤 主 幹 

 

 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

佐 藤 主 幹 

 

阿 部 教 育 長 

 

佐 藤 主 幹 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

佐 藤 主 幹 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

したことから、これに準じ本要領を改正するものでございます。 

（以下、資料により説明を行った。） 

 

ただいまの説明に対しまして、ご質問等ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

ご質問等ございませんので、議案第２号を原案どおり決定します。 

 

日程第７ 議案第３号 学校における働き方改革「湧別町アクショ

ン・プラン（第２期）」（案）について、事務局より説明をお願いい

たします。 

 

議案第３号 学校における働き方改革「湧別町アクション・プラン

（第２期）」（案）について、別冊のように策定するものでございます。 

提案理由でございますが、現アクション・プランは平成３１年３月

に策定しており、その取組期間を令和３年度末までとしていたことか

ら、新たに第２期アクション・プランを策定するものでございます。

（以下、資料により説明を行った。） 

 

ただいまの説明に対しまして、ご質問等ございませんか。 

教育委員会で承認いただいて、北海道に報告が必要な案件ですか。 

 

特に、そのような報告は必要ありません。 

 

この場で承認をいただくことでいいですか。 

 

はい。 

 

２ページのこれまでの取組の成果と課題ですが、第１期に対しての

成果と課題と言うことですか。 

 

はい。 

 

どうでしょうか。なにかご質問等ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

ご質問等ございませんので、議案第３号を原案どおり決定します。 
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阿 部 教 育 長 

 

 

佐 藤 主 幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

佐 藤 主 幹 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

 

宍 戸 主 査 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第８ 議案第４号 学校運営協議会委員の任命について、事務

局より説明をお願いいたします。 

 

議案第４号 湧別町学校運営協議会委員の任命につきまして、湧別

町教育委員会行政組織規則第６条第１項第１２号の規定により教育

委員会の議決を求めるものでございます。新たな委員につきましては

別紙によりまして後ほど説明申し上げます。 

提案理由につきましては、湧別町学校運営協議会規則第４条の規定

により、湧別小学校・湧別中学校の協議会委員の任期満了に伴いまし

て、後任委員として学校長から推薦のありました、委員の任命をしよ

うとするものでございます。 

（以下、資料により説明を行った。） 

 

ただいまの説明に対しまして、ご質問等ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

来年、義務教育学校になる予定ですが、この委員はそのまま継続さ

れていくと言うことでしょうか。あくまで現時点では、現行の規則の

中で、任期は令和６年の３月３１日までと言うことで、その後、読み

替えをする必要があるのですか。 

 

義務教育学校になると新たに学校運営協議会の設置を決定しなけ

ればならなくなります。 

 

基本的には、現時点では、任期は２年間と言うことですね。 

ご質問等ございませんので、議案第４号を原案どおり決定します。 

 

日程第９ 議案第５号 湧別町学校医等の任命について、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

議案第５号 湧別町学校医等の任命について、提案理由の説明を申

し上げます。 

湧別町学校医等の設置に関する条例第３条の規定に基づきまして

別紙のとおり任命するものでございまして、学校医等の氏名、担当す

る学校につきましては、後ほど、別紙によりご説明させていただきま

す。提案理由といたしましては、令和４年３月３１日をもって学校医

等の任期が満了となるため、後任者を任命しようとするものでござい

ます。 

（以下、資料により説明を行った） 
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阿 部 教 育 長 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

佐 藤 主 幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

ただいまの説明に対しまして、ご質問等ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

ご質問等ございませんので、議案第５号を原案どおり決定します。 

 

日程第１０ 議案第６号 湧別町教育アドバイザーの任命につい

て、事務局より説明をお願いいたします。 

 

議案第６号 湧別町教育アドバイザーの任命について提案理由の

説明をさせていただきます。 

湧別町教育アドバイザー設置条例第４条の規定に基づきまして、次

の者を教育アドバイザーに任命するものでございます。 

提案理由でございますが、令和４年３月３１日をもって、２名の教

育アドバイザーの任期が満了となるため、後任者を任命しようとする

ものでございます。 

（以下、資料により説明を行った） 

 

ただいまの説明に対しまして、ご質問等ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

ご質問等ございませんので、議案第６号を原案どおり決定します 

 

日程第１１ 議案第７号 令和４年度準要保護児童生徒の認定に

ついて 

 

お諮りいたします。 

議案第７号につきましては個人の収入等を審議いたしますので、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書き

の規定によりまして、非公開といたしたいと存じますが、これにご異

議ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

ご異議ございませんので、議案第７号の審議は非公開といたしま

す。 

 

〈議案第７号は非公開〉 
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阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

 

 

阿 部 教 育 長 

 

 

 

日程第１２ 議案第８号 校長・教頭の任免の内申について 

 

お諮りいたします。 

議案第８号につきましても、今後、内申を行っていく人事案件でご

ざいますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第

７項ただし書きの規定によりまして、非公開といたしたいと存じます

が、これにご異議ございませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

ご異議ございませんので、議案第８号の審議は非公開といたしま

す。 

 

〈議案第８号は非公開〉 

 

これをもちまして、本会議に付議されました案件の審議は全て終了

いたしましたが、せっかくの機会ですので、他にご質問等ございませ

んか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

以上で令和４年第３回湧別町教育委員会定例会を閉会いたします。 


